
1/12 

○南房総市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

平成１８年３月２０日 

条例第１３５号 

改正 平成１９年６月２２日条例第２９号 

平成２５年３月２１日条例第２１号 

平成２５年１２月１９日条例第５０号 

令和元年９月２７日条例第１０号 

令和元年９月２７日条例第１６号 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 廃棄物の減量（第８条―第１１条） 

第３章 廃棄物の適正処理（第１２条―第２１条） 

第４章 手数料（第２２条―第２５条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。

以下「法」という。）及び浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）その他別に定めのある

もののほか、市における廃棄物の排出抑制、再利用の促進及び適正な処理並びに生活環

境の保全に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の例によるほか、次の各号に定めるところに

よる。 

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。 

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

(3) 再利用 活用しなければ不要となる廃棄物を再び使用すること又は資源として利

用することをいう。 
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(4) 再生品 主に再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４

８号）第３条第４項に規定する再生資源をいう。以下同じ。）を用いて製造され又は

加工された製品をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を促進すること等により廃棄物の減

量を推進し、廃棄物を適正に処理し及び生活環境を清潔にするために必要な措置を講じ

るものとする。 

２ 市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市民及び事業者

の意識の啓発を図るよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならな

い。 

２ 事業者は、市が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策

に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を

図り、廃棄物を分別し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄

物の減量に努めなければならない。 

２ 市民は、市が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に

協力しなければならない。 

３ 自ら処分することが困難な一般廃棄物については、市長が定める計画に従い、可燃物

と不燃物を別々に区分し、所定の場所に集めるなど、市長の指示する方法に従わなけれ

ばならない。 

４ 前項の一般廃棄物のうち可燃物については、規則で定める袋（以下「可燃物用ごみ指

定袋」という。）に収納し、搬出しなければならない。 

（市民の参加及び協力並びに支援） 

第６条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持を推進するために
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必要な施策の策定及び実施に当たっては、市民の参加及び協力の下で行われる必要な措

置を講じるとともに、市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。 

（一般廃棄物処理計画） 

第７条 市長は、法第６条第１項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般

廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、これを公示するものとする。 

第２章 廃棄物の減量 

（市が行う廃棄物の減量） 

第８条 市は、資源物（市が行う一般廃棄物の収集において、再利用を目的として分別し

て収集する物をいう。）の収集、廃棄物の処理施設における資源の回収等により、廃棄

物の減量に努めなければならない。 

２ 市は、できるだけ再生品を使用するとともに、市の施設に排出される廃棄物を適正に

分別し、その再利用等を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。 

（資源回収事業者への協力要請） 

第９条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力要請

をするものとする。 

（事業系廃棄物の減量） 

第１０条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、廃棄物の発生の抑制に努めなけ

ればならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努

めなければならない。 

（自主的行動） 

第１１条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、市民の自主的な活動に参加

し、協力する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。 

第３章 廃棄物の適正処理 

（土地占有者等の自己処分の原則） 

第１２条 土地又は建築物の占有者（占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有
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者」という。）は、容易に処分できる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で

自ら処分するように努めなければならない。 

（事業者の自己処理責任） 

第１３条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障が生じ

ないうちに、自ら適正に処理しなければならない。 

（一般廃棄物の自己処理の基準） 

第１４条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うときは、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第３条及び第

４条の２に定める基準に従わなければならない。 

（市の行う事業系廃棄物の処理） 

第１５条 市は、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、事業系一般廃棄物の収集、

運搬及び処分を行うものとする。 

２ 法第１１条第２項の規定により市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理

することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない量のものとし、市長がその都度

指示するものとする。 

（事業者の中間処理等） 

第１６条 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水

分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量に努めなければならない。 

２ 事業者は、その事業系一般廃棄物を適正に分別して排出するよう努めなければならな

い。 

（排出禁止物） 

第１７条 占有者等及び事業者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、特別管理一般廃

棄物に指定されている物及び有毒性物質を含む物、危険性のある物、著しく悪臭を発す

る物、容積又は重量の著しく大きい物その他市の行う処理に著しい支障を及ぼす物で規

則で定めるものを排出してはならない。 

２ 占有者等及び事業者は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとするときは、市長

の指示に従わなければならない。 
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（多量排出の範囲） 

第１８条 法第６条の２第５項の規定により、運搬すべき場所及び方法を指示することが

できる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。 

常時の場合 １日平均排出量 ３０キログラム以上 

臨時の場合 一時排出量 ６０キログラム以上 

２ 市長は、一般廃棄物について、事業者に自らの責任において処理させることが必要と

認めた場合は、その処理をさせることができる。 

（事業系一般廃棄物の受入拒否） 

第１９条 事業者（受託一般廃棄物収集運搬業者を含む。）は、事業系一般廃棄物を市長

の指示する処理施設に運搬する場合は、規則で定める受入基準に従わなければならない。 

２ 市長は、前項の事業者が同項の規定に従わない場合は、受入を拒否することができる。 

（清潔の保持等） 

第２０条 何人も、公園、広場、海水浴場、道路、河川その他の公共の場所において、自

ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は指定の場所に収容し、その清潔の保持に努めなけ

ればならない。 

２ 公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられ

ることのない環境づくりに努めなければならない。 

第２１条 占有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨て

られないようその適正な管理に努めなければならない。 

２ 占有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、

その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。 

第４章 手数料 

（一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料） 

第２２条 法第７条第１項若しくは第６項並びに浄化槽法第３５条の規定により一般廃棄

物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業（以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。）

及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、法第７条の２第１項の規定により一般廃

棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受け
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た者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しな

ければならない。 

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 ５，０００円 

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 ５，０００円 

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 ５，０００円 

(4) 事業範囲変更許可申請手数料 ５，０００円 

(5) 許可証再交付申請手数料 ３，０００円 

２ 前項の許可証の有効期間は２年以内とする。 

（一般廃棄物処理手数料等） 

第２３条 一般廃棄物の収集運搬及び処理手数料、浄化槽清掃手数料並びに産業廃棄物処

理費用は、それぞれ別表第１から別表第４までのとおりとする。 

（手数料等及び費用の減免） 

第２４条 市長は、天災その他の事情により、やむを得ないと認める者に対して、前条の

規定による手数料及び費用を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月２０日から施行する。ただし、第２３条の規定は、平成

１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の前日までに、合併前の三芳村廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭

和５８年三芳村条例第１７号）、白浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和５１

年白浜町条例第２５号）、千倉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年千倉

町条例第８号）、丸山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年丸山町条例第

１８号）又は和田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和５１年和田町条例第２１

号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に
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よりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年６月２２日条例第２９号） 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 

（平成１９年規則第４１号で平成１９年１１月１日から施行） 

附 則（平成２５年３月２１日条例第２１号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１９日条例第５０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（使用料及び利用料金に関する経過措置） 

２ 使用料及び利用料金（以下「使用料等」という。）に係るこの条例による改正後のそ

れぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等

について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の

例による。 

（手数料に関する経過措置） 

３ 第１５条の規定による改正後の南房総市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１

から別表第４までの規定は、この条例の施行の日以後の処理又は清掃に係る一般廃棄物

の収集運搬及び処理手数料、浄化槽清掃手数料並びに産業廃棄物処理費用について適用

し、同日前の処理又は清掃に係る一般廃棄物の収集運搬及び処理手数料、浄化槽清掃手

数料並びに産業廃棄物処理費用については、なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に第１５条の規定による改正前の南

房総市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１の規定による一般廃棄物の収集運搬

及び処理手数料を既に納付している可燃物用ごみ指定袋４５l、可燃物用ごみ指定袋３０

l、可燃物用ごみ指定袋２０l及び可燃物用ごみ指定袋１０lに係る一般廃棄物の収集運搬

及び処理手数料については、第１５条の規定による改正後の南房総市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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附 則（令和元年９月２７日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（使用料及び利用料金に関する経過措置） 

２ 使用料及び利用料金（以下この項において「使用料等」という。）に係るこの条例に

よる改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等

に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等について

は、なお従前の例による。 

（手数料に関する経過措置） 

３ 第１２条の規定による改正後の南房総市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１

から別表第４までの規定は、この条例の施行の日以後の処理又は清掃に係る一般廃棄物

の収集運搬及び処理手数料、浄化槽清掃手数料並びに産業廃棄物処理費用について適用

し、同日前の処理又は清掃に係る一般廃棄物の収集運搬及び処理手数料、浄化槽清掃手

数料並びに産業廃棄物処理費用については、なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に第１２条の規定による改正前の南

房総市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１の規定による一般廃棄物の収集運搬

及び処理手数料を既に納付している可燃物用ごみ指定袋４５l、可燃物用ごみ指定袋３０

l、可燃物用ごみ指定袋２０l及び可燃物用ごみ指定袋１０lに係る一般廃棄物の収集運搬

及び処理手数料については、第１２条の規定による改正後の南房総市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和元年９月２７日条例第１６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（手数料に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る一

般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前の処理に係る一般廃棄物の処理手数料つ

いては、なお従前の例による。 
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別表第１（第２３条関係） 

区分 金額 

可燃物用ごみ指定袋４５l １組当たり５３０円（１０枚入り１組） 

可燃物用ごみ指定袋３０l １組当たり４３０円（１０枚入り１組） 

可燃物用ごみ指定袋２０l １組当たり３２０円（１０枚入り１組） 

可燃物用ごみ指定袋１０l １組当たり１７０円（１０枚入り１組） 

一般廃棄物の自己搬

入手数料 

１０kg未満 ５２円 

１０kg以上 １００kg以内の重量につき１０kg当たり５２

円 

１００kgを超える重量につき１０kg当たり１

５７円 

（１０kg未満の端数処理は、５kg未満は切り

捨て、５kg以上は切り上げる。） 

事業系一般廃棄物の

自己搬入手数料 

１０kg未満 １５７円 

１０kg以上 １０kg当たり１５７円 

（１０kg未満の端数処理は、５kg未満は切り

捨て、５kg以上は切り上げる。） 

粗大ごみの収集手数料 １点につき５７６円 

し尿収集処理手数料 １８l当たり２４５円 

浄化槽汚泥処理手数料 １０kg当たり６３円 

（１０kg未満の端数処理は、５kg未満は切り

捨て、５kg以上は切り上げる。） 

別表第２（第２３条関係） 

単独処理浄化槽清掃手数料 

区分

処理対象人員（規格人槽） 

全バッキ式 腐敗式 分離バッキ

式 

新構造基準によるもの 

分離接触バ

ッキ式 

分離バッキ

式 
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５人 １３，２０

０円

２５，２５０

円

１７，６００

円

１９，８００

円

２４，２０

０円

６人 ― ― ―２２，０００

円

２６，４０

０円

７人 １４，２５

０円

２８，６００

円

２０，８５０

円

２４，２００

円

２９，６５

０円

８人 ― ― ―２６，４００

円

３３，００

０円

１０人 １６，４５

０円

３３，０００

円

２６，４００

円

３１，８５０

円

３８，４５

０円

１１人以上１５人以下 ２０，２２

０円

３８，６５０

円

３０，０７０

円

３７，４００

円

４９，９７

０円

１６人以上２０人以下 ２３，６８

０円

４５，４７０

円

３８，０３０

円

４７，９８０

円

６３，０７

０円

２１人以上２５人以下 ２８，３９

０円

５２，２８０

円

４５，８８０

円

５８，７７０

円

７６，１６

０円

２６人以上３０人以下 ３２，０５

０円

６１，３９０

円

５３，８５０

円

６７，６８０

円

８９，２５

０円

３１人以上３５人以下 ３５，６２

０円

６８，３００

円

６１，８１０

円

７８，３６０

円

１０４，４

５０円

３６人以上４０人以下 ４４，００

０円

７５，１２０

円

６９，６７０

円

８９，０５０

円

１１７，５

５０円

４１人以上４５人以下 ４７，４５

０円

８３，６００

円

７７，６３０

円

９７，９５０

円

１３０，６

４０円

４６人以上５０人以下 ５１，０２

０円

９１，０４０

円

８５，４８０

円

１０８，６４

０円

１４５，９

３０円

５１人以上６０人以下 ５９，５０１００，９９９７，２２０  
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０円 ０円 円

６１人以上７０人以下 ６７，２５

０円

１１３，８８

０円

１１２，２０

０円

７１人以上８０人以下 ７８，４７

０円

１２８，９６

０円

１２７，０８

０円

８１人以上９０人以下 ８６，３３

０円

１４４，０５

０円

１４３，６３

０円

９１人以上１００人以下 ９７，５３

０円

１５６，９３

０円

１５８，６１

０円

１０１人以上１５０人以下 １３２，０

００円

２１４，４５

０円

２２２，４１

０円

１５１人以上２００人以下 １７４，２

２０円

２８３，２８

０円

２９５，６４

０円

２０１人以上２５０人以下 ２２１，１

５０円

３５０，１２

０円

３６８，８７

０円

２５１人以上３００人以下 ２６０，７

５０円

４１６，８５

０円

４４１，９９

０円

３０１人以上 １００人を

増すごとに

８６，５３

０円を加え

た額 

１００人を

増すごとに

１３３，５７

０円を加え

た額 

１００人を

増すごとに

１４６，３５

０円を加え

た額 

備考 １ 作業が著しく困難な場合は、この表の額に１００分の２

０を乗じた額を加えた額とする。 

２ 高度処理の装置を設備したものは、市長が別に定める額

を加えた額とする。 

３ その他特殊なものについては、別途協議して定める。 
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別表第３（第２３条関係） 

合併処理浄化槽清掃手数料 

区分

処理対象人員（規格人槽） 

清掃１回当たりの額 

基本額 加算額 算定額 

２０人以下 ３，３００円引抜き汚泥１８リットル

当たり２４５円を加えた

額 

〔基本額〕

＋〔加算額〕２１人以上１００人以下 ５，５００円

１０１人以上２００人以下 ７，７００円

２０１人以上３００人以下 ９，９００円

３０１人以上 １００人を増すごと

に２，２００円を加え

た額 

備考 １ 作業が著しく困難な場合はこの表の額に１００分の２０を乗じた額

を加えた額とする。 

２ 高度処理の装置を設備したものは、市長が別に定める額を加えた額

とする。 

３ その他特殊なものについては、別途協議して定める。 

別表第４（第２３条関係） 

区分 金額 

第７条に規定する産業廃棄物を市長の指定した

場所に自ら搬入した場合 

１０kg当たり１５７円 

（１０kg未満の端数処理は、５kg未満は切

り捨て、５kg以上は切り上げる。） 

 


